
  

一 

健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
の
提
供
体
制
の
診
療
科
目
ご
と
の
整
備
の
状
況
、
薬
剤
ご
と
の
そ
の
使
用
量
の
見
込
み
そ
の
他

の
医
療
の
需
給
に
係
る
状
況
等
を
勘
案
し
、
定
期
的
に
、
及
び
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
随
時
、
療
養
の
給
付
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
に
つ
い
て
、
必
要
な
改
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
十
六
条
の
二
関
係
） 

二 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
附
則
関
係
） 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 
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◎
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

（
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
） 

第
七
十
六
条 

保
険
者
は
、
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
を
保
険
医
療
機
関
又
は

保
険
薬
局
に
支
払
う
も
の
と
し
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
療
養
の
給

付
に
関
し
保
険
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
の
額
は
、
療
養
の
給
付
に

要
す
る
費
用
の
額
か
ら
、
当
該
療
養
の
給
付
に
関
し
被
保
険
者
が
当
該
保
険
医

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
対
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
部
負
担
金

に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３
～
６ 

〔
略
〕 

  

（
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
係
る
定
め
の
改
定
） 

第
七
十
六
条
の
二 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
の
提
供
体
制
の
診
療
科
目
ご
と
の

整
備
の
状
況
、
薬
剤
ご
と
の
そ
の
使
用
量
の
見
込
み
そ
の
他
の
医
療
の
需
給
に

係
る
状
況
等
を
勘
案
し
、
定
期
的
に
、
及
び
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は

随
時
、
前
条
第
二
項
の
定
め
に
つ
い
て
、
必
要
な
改
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
薬
価
調
査
等
に
つ
い
て
の
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
） 

 

（
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
） 

第
七
十
六
条 

保
険
者
は
、
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
を
保
険
医
療
機
関
又
は

保
険
薬
局
に
支
払
う
も
の
と
し
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
療
養
の
給

付
に
関
し
保
険
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
の
額
は
、
療
養
の
給
付
に

要
す
る
費
用
の
額
か
ら
、
当
該
療
養
の
給
付
に
関
し
被
保
険
者
が
当
該
保
険
医

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
対
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
部
負
担
金

に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３
～
６ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

     

（
薬
価
調
査
等
に
つ
い
て
の
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
） 
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第
七
十
七
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
七
十
六
条
第
二
項
の
定
め
の
う
ち
薬
剤
に

関
す
る
定
め
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
必

要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
準
用
） 

第
百
四
十
九
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
 

 
 

第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七

十
五
条
の
二
、
第
七
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
二
並

び
に
第
八
十
四
条
第
二
項 

療
養
の
給
付 

 
 

 
 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
 

 

第
七
十
七
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
定
め
の
う
ち
薬
剤
に
関
す
る

定
め
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
必
要
な
調

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
準
用
） 

第
百
四
十
九
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
 

 
 

第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七

十
五
条
の
二
、
第
七
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
四
条
第

二
項 

療
養
の
給
付 

 
 

 
 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
 

 

  
 

  


